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平成29年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施について（協力依頼）

最低賃金行政の運営について、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。

平成 29年度の地域別最低賃金額の改定については、平成 29年 8月から 9月の聞に

改定公示のすべてが行われ、平成 29年 9月 30日から順次発効されます。

また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定が予定され

ています。

これら改定された最低賃金額（以下「改定最賃額j という。）については、広く国

民に周知し、その履行確保を図る必要があることから、厚生労働省では、広報媒体を、

活用した周知・広報に取り組んでいます。

ついては、貴団体におかれましても、傘下の会員等に対し、同封の原稿例を参考に、

改定最賃額の周知について、格別の御協力を賜りますようお願し、申し上仔ます。



（原稿例）

地域別最低賃金額が改定されました

0 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改定され、 9月 30日か

ら順次発効します。

0 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。

0 最低賃金は、パー ト、学生のアルバイ ト、嘱託などといった雇用形態やその呼称に

かかわらず、すべての労働者に適用されます。

0 仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、 最低

賃金法によって無効とされ、最低賃金額と 同様の定めをしたものとされます。

0 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金（上限 50万円）が科せ

られる場合があります。

0 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。

0 中小企業 ・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や最低賃

金総合相談支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細は厚生労働省

HPの検索画面又は検索エンジンから 「業務改善助成金」で検索して下さい。

平成29年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名
時間額

発効年月日 都道府県名
時間額

発効年月日 都道府県名
時間額

発効年月日
【円】 【円】 【円】

北海道 810 H29.10.1 石川 781 H29.10.1 岡山 781 H29.10.1 

青森 738 H29.10.6 福井 778 H29.10.1 広島 818 H29.10.1 

岩手 738 H29.10.1 山梨 784 H29.10.14 山口 777 H29.10.1 

宮城 772 H29.10.1 長野 795 H29.10.1 徳島 740 H29.10.5 

手火田 738 H29.10.1 岐阜 800 H29.10.1 香川 766 H29.10.1 

山形 739 H29.10.6 静岡 832 H29.10.4 愛媛 739 H29.10.1 

福島 748 H29.10.1 愛知 871 H29.10.1 高知 737 H29.10.13 

茨城 796 H29.10.1 三重 820 H29.10.1 福岡 789 H29.10.1 

栃木 800 H29.10.1 滋賀 813 H29.10.5 佐賀 737 H29.10.6 

群馬 783 H29.10.7 京都 856 H29.10.1 長崎 737 H29.10.6 

埼玉 871 H29.10.1 大阪 909 H29.9.30 熊本 737 H29.10.1 

千葉 868 H29.10.1 兵庫 844 H29.10.1 大分 737 H29.10.1 

東京 958 H29.10.1 奈良 786 H29.10.1 宮崎 737 H29.10.6 

神奈川 956 H29.10.1 和歌山 777 H29.10.1 鹿児島 737 H29.10.1 

新潟 778 H29.10.1 鳥取 738 H29.10.6 沖縄 737 H29.10.1 

富山 795 H29.10.1 島 根 740 H29.10.1 



ニッポン一億総活躍プラン実現ヘ！ 。！警生l煮僧鴛

生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上

引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。

最低賃盆の引上げ額が異なる
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助成対象
事業場内最低賃金 1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象です！
※過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。

・支給までの流れ

助成盆受付申鴎書を
都遁府県労．局に提出！

歯備・機器の導入などで

生産性を向上！

事業場内の
霞低賃金を引上げ！

5つのコースから選べます！
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事業場内最低賃金が

750円未満の事業場

事業場内最低賃金が

800円未満の事業場

事業場内最低賃金が

1000円未満の事業場

事業場内最低賃金が

800円以上 1000円未満の

事業場

助成率が加算になる生産性要件とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、
その3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して伸ぴ率が6%以上伸びている場合等をいいます。

助成金の対象用途
設備・機器の導入に加え、サービスの利用も対象となります。

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮／リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮／

顧害・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化／

専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上／人材育成・教育訓練による業務の効率化

守れ持設サイトヘ！ ［業務改善助成金置霊童 部理
申請方法や柑談窓口となる ¥. J 臨制 品

問い合わせ先などが確認できます。 http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/ 因調高島



｜ お問い合わせ先 】賃金制度設計に関する専門的な相談については、下の各都道府県の

最低賃金総合相談支援センターで受け付けています。

最低賃金総合相談支援センターの一覧

都道府県 所 在 地 電話番号 受託団体等名

北海道
札幌市中央区北1条西7丁目ブレスト1・7ピル3階 I 0120-a1-a110 ．北海道中小企業団体中央会
（北海道中小企業団体中央会本部内）

青森県 青森市青柳2丁目2-6 0000-800-8667 一般社団法人青森県労働基準協会

是岩手県 盛岡市山王町1-1 0120-198-077 岩手県社会保険労務士会

宮城県 ｜仙台市青葉区本町1丁目9-5五線ピル4F 0120-750-573 宮城県社会保険労務士会

秋困県 秋田市大町3-2-44大町ピル3階（秋田県社会保険労務士会内） 1 0120－則一783 1秋田県社会保険労務士会

山形県 山形市七日町三丁目1番9号 0800-800-9902 山形商工会議所

福島県 福島市御山字三本松19-3（福島県社会保険労務士会内） 0120-541-516 1福島県社会保険労務士会

茨城県 水戸市桜)112-2-35茨城県産業会館14階 I 0120-900-224 1一般社団法人茨城労働基準協会連合会

栃木県 宇都宮市鶴田町3492-46 I 0120-48-5766 1栃木県社会保険労務士会

群馬県 高崎市上大類町745-10新井労務管理事務所 0120-028-242 群馬人事労務研究会

情玉県 さいたま市浦和区仲町2-16-4岩井ビル4FA号室 0120-310-394 公益社団法人熔玉県雇用開発協会

千葉県 千葉市中央区千葉港4-3千葉県経営者会館305 0120-026-210 公益社団法人千葉県労働基準協会連合会

東京都 千代田区二番町9-8 0120-311-615 1公益社団法人東京労働基準協会連合会

神奈川県 横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センター2階 0120-641-020 公益社団法人けいしん神奈川

新潟県 新潟市中央区東大通2丁目3-26プレイス新潟1F 別20-009-229 i新潟県社会保険労務士会

富山県 富山市総曲輪2ー1-3（富山県中小企業団体中央会内） 別20-108-312 ｜富山県中小企業団体中央会

石川県 金沢市尾山町9番13号金沢商工会議所会館3階 別却す19-339 1一般社団法人石川県経営者協会

福井県 福井市二の宮3丁目30番11号 I 0120-141-110 1株式会社土蔵労働コンサルタント事務所

山梨県 甲府市丸の内2丁目34-1 共栄ビル205号 0120-338-737 特定非営利活動法人花ひらく

長野県 長野市大字中御所字岡田131-10 0800-800-3028 長野県中小企業団体中央会

岐阜県 岐阜市薮田東2T目ー， 1ー11 0120-55-4864 岐阜県社会保険労務士会

静岡県 静岡市葵区追手町44ー1 0800-200-5451 静岡県中小企業団体中央会

愛知県 名古屋市熱田区三本松町3ー1愛知県社会保険労務士会館内 0120-868-604 愛知県社会保険労務士会

三重県 津市丸之内養正町4-1 森永三重ピル3階三重県経営者協会内 0120-331-266 三重県経営者協会

滋賀県 大津市梅林1丁目4-1 プレシャスeピル4階ランゲート（株）滋賀事務所内 10120-001-110 ランゲート株式会社

京都府
京都市右京区西院東中水町17京都府中小企業会館4階

…叩 i京都府山業国間会京都府中小企業団体中央会内

大阪府 大阪市北区太融寺町5ー15梅田イーストピル4階 I 0120-570-937 ランゲート株式会社

兵庫県 神戸市中央区下山手通4丁目 16番3号兵庫県民会館3階 1 0120-340-500 兵庫県中小企業団体中央会

奈良県 奈良市西木辻町343-1 奈良県社会保険労務士会館 0120-414-811 奈良県社会保険労務士会

和歌山県 和歌山市北出島1T目5番46号和歌山県労働センター1階 0120-731-715 和歌山県社会保険労務士協同組合

鳥取県 鳥取市富安1-152田中ピル1号館4階 0800-200-0311 鳥取県社会保険労務士会

島根県 松江市母衣町55-4島根県商工・会館4階 0120-20-2621 一般社団法人島根県経営者協会

岡山県 岡山市北区厚生町3-1-15岡山商工会議所内 0800-200-8751 岡山商工会議所

広島県 広島市中区橋本町10-10広島インテスビル5階 0120-73-0610 広島県社会保険労務士会

山口県 山口市中央4丁目5番16号山口県中小企業団体中央会内 0800-200-0186 山口県中小企業団体中央会

徳島県 徳島市南末広町5番8-8号徳島経済産業会館Z階 0120-967-951 徳島県社会保険労務士会

香川県 ｜高松市番町2丁目2番2号高松商工会議所会館5階 1 00昨側一4691 香川県経営者協会

愛媛県 松山市萱町4丁目6番地3 愛媛県社会保険労務士会内 0120-932-285 1愛媛県社会保険労務士会

高知県 高知市桟橋通2T目8番20号モリタビル2F 0120-321-116 高知県社会保険労務士会

福岡県 福岡市博多区博多東2ー5-28博多借成ビル301号 0120-946-617 福岡県社会保険労務士会

佐賀県 佐賀市川原町8-27平和会館1F 0120-603-946 佐賀県社会保険労務士会

長崎県 長崎市桶屋町50-1 杉本ピル3階B 0120-460-468 長崎県社会保険労務士会

熊本県 熊本市中央区安政町8:_16村瀬海運ビル7階 0120-45-1124 熊本県社会保険労務士会

大分県 大分市東春日町17番20号ソフトパークセンタービル 0120-008-317 一般社団法人大分県中小企業診断士協会

宮崎県 宮崎市大和町83-2鮫島ビル1階 0120-947-485 宮崎県社会保険労務士会

鹿児島県 鹿児島市新屋敷町16ー16 0120-898-930 公益社団法人鹿児島県労働基準協会

沖縄県 那覇市松山2-1-12合入社那覇松山ビル6階 0120-420-780 沖縄県社会保険労務士会


